
第２３号 平成２４年度徳島県工業用水道事業会計予算

（総則）

第１条 平成２４年度徳島県工業用水道事業会計の予算は，次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第２条 業務の予定量は，次のとおりとする。

�１ 給水事業所数 ３３ 吉野川北岸工業用水道 ２３

阿南工業用水道 １０

�２ 年間総給水量 ６５，５２４，８００� 吉野川北岸工業用水道 ３８，６９７，３００�

阿南工業用水道 ２６，８２７，５００�

�３ １日平均給水量 １７９，５２０� 吉野川北岸工業用水道 １０６，０２０�

阿南工業用水道 ７３，５００�

�４ 建設改良工事 吉野川北岸工業用水道改良工事 ５５２，１９０千円

阿南工業用水道改良工事 １５３，９７０千円

（収益的収入及び支出）

第３条 収益的収入及び支出の予定額は，次のとおりと定める。

収 入

第１款 事 業 収 益 １，０６８，５９５千円

第１項 営 業 収 益 １，０６２，８７６千円

第２項 営 業 外 収 益 ５，７１９千円

支 出

第１款 事 業 費 用 ９３６，３９６千円

第１項 営 業 費 用 ８５１，６５７千円

第２項 営 業 外 費 用 ８４，７３９千円

（資本的収入及び支出）
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第４条 資本的収入及び支出の予定額は，次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額８１２，３５３千円は，当年度分消費税及び地方消費税

資本的収支調整額３２，１８２千円及び過年度分損益勘定留保資金７８０，１７１千円で補てんするものとする。）。

収 入

第１款 資 本 的 収 入 １４３，８３０千円

第１項 固 定 資 産 売 却 代 ３３１千円

第２項 そ の 他 収 入 １４３，４９９千円

支 出

第１款 資 本 的 支 出 ９５６，１８３千円

第１項 建 設 改 良 費 ７０６，１６０千円

第２項 企 業 債 償 還 金 ２４８，５２３千円

第３項 国 庫 補 助 金 返 還 金 １，５００千円

（債務負担行為）

第５条 債務負担行為をすることができる事項，期間及び限度額は，次のとおりと定める。

事 項 期 間 限 度 額

工業用水道集中監視制御システム改良事業工事請負契約 平 成 ２５ 年 度 ２５７，４１０千円

阿南工業用水道受電設備改良事業工事請負契約 平 成 ２５ 年 度 １０８，９４４千円

（一時借入金）

第６条 一時借入金の限度額は，５００，０００千円と定める。

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第７条 次に掲げる経費については，これらの経費の金額を，これらの経費のうち他の経費の金額に，若しくはこれら以外の経費の金額に流用し，又はこれら

以外の経費をこれらの経費の金額に流用する場合は，議会の議決を経なければならない。

�１ 職 員 給 与 費 ２１０，１９９千円
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�２ 交 際 費 １７千円

（たな卸資産の購入限度額）

第８条 たな卸資産の購入限度額は，２０，０００千円と定める。

平 成２４年 ２ 月２３日 提 出

徳島県知事 飯 泉 嘉 門
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